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問 18内部被ばくの線量に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正しいものの組合せはどれか。

A 吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量をもとに算出すること。

B 実効線量係数を用いて算出すること。       ヽ

C 等価線量限度を用いて算出すること。

D 下限数量を用いて算出すること。

(3)Aと B  2 Aと C  3 Aと D  4 Bと C  5 Bと D

間 19放射線障害予防規程に関する次の文章の( A )～ ( C )に 該当する語句について,放射線障害防止

法上定められているものの組合せは,下記の選択肢のうちどれか。

「( A )は ,放射線障害を防止するため,文部科学省令で定めるところにより,放射性同位元素の使

用を( B )に ,放射線障害予防規程を作成 し,文部科学大臣に届け出なければならない。

( A )は ,放射線障害予防規程 を変更 したときは,( c ),文 部科学大臣に届け出なければなら

ない。J

４
０

(A)
1 許可届出使用者

(  B  ) (C)
開始 した後    変更の日から30日 以内に

2 表示付認証機器届出使用者   開始 した後    変更後遅滞なく

3 許可届出使用者 開始する前    変更後遅滞なく

表示付認証機器届出使用者   開始する前    変更後遅滞なく

許可届出使用者 開始する前    変更の日から30日 以内に

問 20教育訓練に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正 しいものの組合せはどれか。ただし,対象者
には,教育及び言1練の項目又は事項の全部又は一部に関 し十分な知識及び技能を有 していると認められる
者は,含まれていないものとする。

A 放射線業務従事者に対 しては,初 めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあって
は 1年 を超えない期間ごとに行わなければならない。

B 取扱等業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らないものに対 しては,取扱等業務を開始す
る前及び取扱等業務を開始 した後にあっては 1年 を超えない期間ごとに行わなければならない。

C 取扱等業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らないものに対 しては,教育及び訓練の時間
数は定められていない。

D 見学のため管理区域に一時的に立ち入る者に対 しては,教育及び訓練を行うことを要 しない。
Aと B  2 Aと C  3 Aと D  4 Bと C  5 Bと D

間 21放射線業務従事者の健康診断に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正 しいものの組合せはど

れか。

A 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染されたおそれのある場合には,必ず,そ の者につき健康

診断を行 うこと。

B 管理区域に立ち入つた後,皮膚の検査又は検診は,医師が必要と認める場合に限 り行うこと。

C 4月 1日 を始期 とする 1年 間につき皮膚が 5ミ リシーベル ト被ばくしたおそれがある場合には,必

ず,その者につき健康診断を行 うこと。

D l平方センチメー トル当たり4ベ クレルのアルファ線を放出しない放射性同位元素により皮膚が汚

染され,そ の汚染を容易に除去することができない場合には,必ず,そ の者につ き健康診断を行 う

こと。

oAと
B  2 Aと C  3 Aと D  4 Bと C  5 Bと D



問 22記帳に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正 しいものの組合せはどれか。

A 許可届出使用者は,放射性同位元素の使用に係る帳簿を,1年ごとに閉鎖すること。

B 許可廃棄業者は,廃棄物埋設地に係る帳簿を,閉鎖後 5年間保存すること。

C 許可届出使用者は,放射性同位元素の受入れ,払出しに係る帳簿を,閉鎖後 5年間保存すること。

D 許可廃棄業者 (廃棄物埋設を行 う者を除 く。)は ,放射性同位元素等の保管に係る帳簿を,閉鎖後

1年 間保存すること。

l Aと B (PAと C  3 Aと D  4 Bと C  5 Bと D

問25放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置に関する次の文章の( A )～ ( c )
に該当する語句について,放射線障害防止法上定められているものの組合せは,下記の選択肢のうちど
れか。

「放射線業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,放射線障害又は放射線障
害を受けたおそれの程度に応じ,( A )へ の立入時間の短縮,( B )の 禁止,放射線に被ばくするお
それの少ない業務への配置転換等の措置を講じ,必要な( c )を 行うこと。」

(A)   (B)    (c)

1 放射線施設    放射性同位元素等の取扱い    保健指導

の
管理区域     立入 り             保健指導

3 放射線施設    放射性同位元素等の取扱い    教育及び尋1練

4 管理区域     立入 り             健康診断

5 放射線施設    立入 り             健康診断


